
◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の

一部を改正する法律 
（令和四年一二月九日法律第九六号）   

一、 提案理由（令和四年一〇月二六日・衆議院厚生労働委員会） 

○加藤国務大臣 ただいま議題となりました感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概

要を御説明いたします。 

 新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与

えるおそれがある感染症の発生及び蔓延に備え、発生の初期段階から効果的に対策を講

ずることができるよう、保健医療提供体制を構築する必要があります。 

 このため、国、都道府県及び関係機関の連携協力による入院医療、外来医療、医療人

材及び感染症対策物資等の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、情報基盤の整備、

機動的な予防接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置を講ずることを目的として、

この法律案を提出いたしました。 

 以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。 

 第一に、都道府県知事等は、国の基本指針や都道府県の予防計画、医療計画に沿って、

新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制の確保について、医療機関等と協定

を締結することとします。加えて、公立・公的医療機関等、地域医療支援病院及び特定

機能病院に対しては、その機能を踏まえ感染症発生時に担うべき医療の提供を義務づけ

ます。 

 また、感染症の流行初期段階における医療の提供を行う協定を締結した医療機関につ

いて、協定に基づく措置を講じたことに伴い、感染症の発生前と比べて診療報酬の収入

が減少した場合に、医療の確保に要する費用を支給することとします。 

 第二に、宿泊療養又は自宅療養を行う患者への健康状態の報告の求めについて、都道

府県知事等は、協定を締結した医療機関等に委託することができることとします。また、

当該患者が受けた医療について、都道府県等がその費用を負担する仕組みを創設します。 

 第三に、感染症患者に対する医療を担当する医療従事者等に係る国による広域の応援

調整の仕組みや、都道府県知事の求めに応じて災害、感染症医療に従事する者の養成、

登録の仕組み等を整備します。 

 第四に、都道府県は、保健所設置市、特別区その他関係者により構成される連携協議

会を組織するとともに、緊急時の入院勧告等について、保健所設置市、特別区に指示す

ることができることとします。また、感染症発生時等における保健所等の人材の確保を

支援する仕組みを整備するほか、都道府県等は、専門的な調査研究や試験検査等に必要

な体制整備等を行うこととします。 

 第五に、医療機関による届出等について、電磁的方法による入力を努力義務とすると

ともに、感染症情報と医療保険の給付の費用に関する情報等との連結利用等を可能とす



る規定を整備します。 

 第六に、感染症対策物資等の確保のため、緊急時に厚生労働大臣が事業者に対し、生

産の促進の要請及び必要な支援等を行うことができることとします。 

 第七に、新たな臨時の予防接種の類型、ワクチン製造販売業者等と損失補償契約を締

結することができる枠組み、個人番号カードにより予防接種の対象者を確認することが

できる仕組み等を導入します。 

 また、厚生労働大臣及び都道府県知事の要請により、医師、看護師等以外の一部の者

が新型インフルエンザ等の検査のための検体採取や予防接種のための注射行為を行うこ

とを可能とする枠組みを整備します。 

 第八に、検疫所長は、新型インフルエンザ等感染症の病原体に感染したおそれのある

者であって居宅等から外出しないことの協力の求めに応じないもの等に対し、外出しな

いことの指示及び報告の求めができることとするとともに、報告の求めに応じない場合

等の罰則を設けます。 

 最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和六年四月一日としていま

す。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。 

 御審議の上、速やかに可決していただくことをお願いをいたします。 

二、 衆議院厚生労働委員長報告（令和四年一一月八日） 

○三ッ林裕巳君 ただいま議題となりました感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律等の一部を改正する法律案について、厚生労働委員会における審査の経

過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な

影響を与えるおそれがある感染症の発生及び蔓延に備えるため、所要の措置を講じよう

とするもので、その主な内容は、 

 第一に、都道府県知事等は、予防計画等に沿って、新型インフルエンザ等感染症等に

係る医療提供体制の確保について、医療機関等と協定を締結することに加え、公立・公

的医療機関等、地域医療支援病院及び特定機能病院に対しては、その機能を踏まえ感染

症発生時に担うべき医療の提供を義務づけること、 

 第二に、新たな臨時の予防接種の類型を設けるとともに、個人番号カードにより予防

接種の対象者を確認することができる仕組み等を導入すること、 

 第三に、検疫所長が、入国者に対し、居宅等での待機を指示し、待機状況の報告を求

めることができる仕組みを設けるとともに、報告の求めに応じない場合等の罰則を設け

ること 

等であります。 

 本案は、去る十月二十五日の本会議において趣旨説明が行われた後、同日本委員会に

付託されました。 



 本委員会におきましては、翌二十六日加藤厚生労働大臣から趣旨の説明を聴取し、二

十八日から質疑に入り、十一月一日には参考人から意見を聴取し、四日には岸田内閣総

理大臣に対する質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。 

 質疑終局後、自由民主党、立憲民主党・無所属、日本維新の会及び公明党の四会派よ

り、本案に対し、政府は、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る医療の在り

方、新型コロナウイルス感染症の新型インフルエンザ等感染症への位置づけの在り方並

びに予防接種の有効性及び安全性に関する情報の公表の在り方について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加することを内容とする修正

案が提出され、趣旨の説明を聴取いたしました。 

 次いで、討論、採決を行った結果、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多

数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和四年一一月四日） 

○池下委員 ただいま議題となりました感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、

その趣旨を御説明申し上げます。 

 修正の要旨は、第一に、政府は、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る医療

の在り方について、科学的知見に基づく適切な医療の確保を図る観点から速やかに検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加すること。 

 第二に、政府は、新型コロナウイルス感染症に関する状況の変化を勘案し、当該感染

症の新型インフルエンザ等感染症への位置づけの在り方について、他の感染症の類型と

の比較等の観点から速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする規定を追加すること。 

 第三に、政府は、副反応に関する情報を含め、予防接種の有効性及び安全性に関する

情報の公表の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする規定を追加すること。 

 以上であります。 

 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（令和四年一一月四日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一 本法施行までに相当の期間があることに鑑み、本法成立後、施行までの期間におい

ても本法の趣旨を踏まえた感染症対策の全体的な取組の強化に努力し、当面する感染

拡大に十二分に備えること。 

二 保健所設置自治体が予防計画を作成するに当たり、市町村の意見を十分に聴き、市

町村の役割を明確にし、保健所の負担軽減につながる方針を示すこと。 



三 感染症危機時に確実に稼働する体制を構築するため、新型インフルエンザ等感染症

等に係る医療提供体制確保等の協定が多くの医療機関との間で締結され、医療を必要

とする者に確実に医療が提供されることとなるよう、地域における感染症医療提供体

制整備に必要な支援を行うこと。 

四 新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制確保等の協定の履行確保措置を

講ずるに当たっては、地域の実情に応じた適切な運用となるようにするとともに、協

定に基づき履行すべき内容と履行確保措置のバランス、地域医療への影響等に十分配

慮すること。 

五 流行初期医療確保措置が実施される期間について、保険者等の負担に鑑み、速やか

な補助金、診療報酬の上乗せにより数か月程度の必要最小限の期間とすること。 

六 新興感染症から国民の命を守るため、医療機関の協力が不可欠な状況に鑑み、平時

からの備えに対する必要な支援を医療機関の経営面にも配慮し講ずること。 

七 感染症危機に際しかかりつけ医等の地域の医療機関が可能な限り感染症医療を行う

ことができるよう、医薬品、個人防護具等の配布、治療方法の普及その他の必要な支

援を行うこと。 

八 感染症医療に対応する医療機関が、感染症患者と当該患者のかかりつけ医との関係

を把握し、当該かかりつけ医等の地域の医療機関との連携を確保することができるよ

うな方策を検討し、速やかに必要な措置を講ずること。 

九 地方衛生研究所について、本法の趣旨を踏まえ、法律上の位置付けを明確にしつつ、

その体制整備等についての基本的な指針を地方公共団体に示すとともに、保健所及び

地方衛生研究所の人員及び予算を確保し、試験及び検査、調査及び研究等のより一層

の体制強化を図ること。 

十 感染症対策及び予防接種事務に関するデジタル化及び情報基盤整備に当たっては、

情報の流出の防止その他の国民のプライバシー情報の厳重管理を徹底すること。 

十一 新型コロナウイルスの特性を考慮し、新型コロナワクチンの予防接種法上の扱い

について検討を行うこと。 

十二 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に苦しむ患者について、治療と就労を両

立するための支援を検討し、速やかに必要な措置を講ずること。 

十三 新型コロナウイルスワクチン接種後の遷延する症状について、速やかに実態を把

握し、病態の解明に必要な調査研究を行うこと。 

十四 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状及び新型コロナウイルスワクチン接種後

の遷延する症状について、患者がかかりつけ医等の地域の医療機関での治療を受けら

れるよう必要な措置を講ずるとともに、その症状並びにその診断及び治療の方法に関

する情報を収集し、整理し、及び分析し、その結果に基づき必要な情報を適切な方法

により積極的に公表すること。 

十五 薬事承認制度が製薬企業からの申請に基づくものであることを踏まえ、製薬企業



の研究開発支援、申請時の企業負担の軽減、治験等の手続の簡素化、企業相談の実施

その他の製薬企業の薬事承認申請を促進する措置を講ずるとともに、緊急時における

国主導による医薬品等の確保の仕組みを検討し、必要な措置を講ずること。 

十六 今回の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、かかりつけ医の役割、新型コロ

ナ患者の健康観察を行う主体の在り方も含め、「ウィズコロナ」下におけるあるべき

地域保健医療提供体制について引き続き議論を進めること。 

十七 「ウィズコロナ」への移行を更に進める観点や教育的観点から、今一度、関係省

庁とも連携して、国民がマスク着用の必要のない場面で、マスクを外す判断ができる

環境づくりを進めること。 

十八 現下の新型コロナウイルスの特性を踏まえ、科学的知見等に基づき適切なマスク

着用の基準の見直しを検討するとともに、その結果をわかりやすく国民に伝えること。 

三、 参議院厚生労働委員長報告（令和四年一二月二日） 

○山田宏君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における

審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重

大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及び蔓延に備えるため、国、都道府県及び

関係機関の連携協力による病床等の確保の強化、保健所や検査等の体制の強化、機動的

なワクチン接種の実施、水際対策の実効性の確保等の措置を講じようとするものであり

ます。 

 なお、衆議院において、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に係る医療の在り方

等についての検討に関する規定を追加する修正が行われております。 

 委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、医療措置協定の締結促

進に向けた対応方針、医療人材確保に向けた支援策、保健所の更なる体制強化の必要性、

感染症に係る検査体制整備の取組方針等について、岸田内閣総理大臣にも出席を求め質

疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反

対、れいわ新選組を代表して天畠大輔委員より反対の旨の意見がそれぞれ述べられまし

た。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和四年一一月二四日） 

政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 

一、本法施行までに相当の期間があることに鑑み、本法成立後、施行までの期間におい

ても本法の趣旨を踏まえた感染症対策の全体的な取組の強化に努力し、当面する感染



拡大に十二分に備えること。 

二、保健所設置自治体が予防計画を作成するに当たり、市町村の意見を十分に聴き、市

町村の役割を明確にし、保健所の負担軽減につながる方針を示すこと。 

三、感染症危機時に確実に稼働する体制を構築するため、新型インフルエンザ等感染症

等に係る医療提供体制確保等の協定が多くの医療機関との間で締結され、医療を必要

とする者に確実に医療が提供されることとなるよう、地域における感染症医療提供体

制整備、特に感染症危機時にはその感染症の特性に応じて、病床の確保や外来診療の

増加及びそれらのために不可欠な医療従事者の確保などに必要な支援を行うこと。 

四、新型インフルエンザ等感染症等に係る医療提供体制確保等の協定の履行確保措置を

講ずるに当たっては、地域の実情に応じた適切な運用となるようにするとともに、協

定に基づき履行すべき内容と履行確保措置のバランス、地域医療への影響等に十分配

慮すること。 

五、流行初期医療確保措置は、その費用の一部に保険料が充当される例外的かつ限定的

な措置であり、実施される期間について、保険者等の負担に鑑み、速やかな補助金、

診療報酬の上乗せにより、三箇月を基本として必要最小限の期間とすること。 

六、新興感染症から国民の命を守るため、医療機関の協力が不可欠な状況に鑑み、平時

からの備えに対する必要な支援を医療機関の経営面にも配慮し講ずること。 

七、感染症危機に際しかかりつけ医等の地域の医療機関が可能な限り感染症医療を行う

ことができるよう、医薬品、個人防護具等の配布、治療方法の普及その他の必要な支

援を行うこと。 

八、感染症医療に対応する医療機関が、感染症患者と当該患者のかかりつけ医との関係

を把握し、当該かかりつけ医等の地域の医療機関との連携を確保することができるよ

うな方策を検討し、速やかに必要な措置を講ずること。 

九、地方衛生研究所について、本法の趣旨を踏まえ、法律上の位置付けを明確にしつつ、

その体制整備等についての基本的な指針を地方公共団体に示すとともに、保健所及び

地方衛生研究所の人員及び予算を確保し、試験及び検査、調査及び研究等のより一層

の体制強化を図ること。 

十、感染症対策及び予防接種事務に関するデジタル化及び情報基盤整備に当たっては、

情報の流出の防止その他の国民のプライバシー情報の厳重管理を徹底すること。 

十一、感染症対策物資等の確保に当たっては、その生産拠点が特定の外国に集中してい

る場合に、生産要請や輸入要請等が実効的なものとならない可能性があることを踏ま

え、当該物資等の国内生産の促進、備蓄の確保等の必要な対策を検討し実施すること。 

十二、新型コロナウイルスの特性を考慮し、新型コロナウイルスワクチンの予防接種法

上の扱いについて検討を行うこと。また、同ワクチンは本人又は保護者の意思により

接種を受けるべきかを判断するものであること及びワクチンを接種していない者に対

する差別、いじめ等の不利益取扱いは決して許されるものではないことについて積極



的な広報等により周知徹底すること。 

十三、新型コロナウイルス感染症への対応において、検疫所における検査・人員体制の

強化等が図られたことを踏まえ、今後も新興感染症等の発生に備えた即応体制を維

持・強化できるよう、関係機関等と連携した定期的な訓練の実施、海外の感染症発生

動向に係る調査・研究能力の強化、検疫感染症発生時における迅速な検査能力の確保

など必要な対策に取り組むこと。 

十四、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に苦しむ患者について、治療と就労を両

立するための支援を検討し、速やかに必要な措置を講ずること。 

十五、第二百四回国会において採択された「新型コロナウイルス感染症と筋痛性脳脊髄

炎の研究に関する請願」に基づき、早急にＣＯＶＩＤ―19 後にＭＥ／ＣＦＳを発症

する可能性を調べる実態調査、並びにＣＯＶＩＤ―19 とＭＥ／ＣＦＳに焦点を絞っ

た研究を、神経免疫の専門家を中心に開始する体制整備を行うこと。 

十六、新型コロナウイルスワクチン接種後の遷延する症状について、速やかに実態を把

握し、病態の解明に必要な調査研究を行うこと。 

十七、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状及び新型コロナウイルスワクチン接種後

の遷延する症状について、患者がかかりつけ医等の地域の医療機関での治療を受けら

れるよう必要な措置を講ずるとともに、その症状並びにその診断及び治療の方法に関

する情報を収集し、整理し、及び分析し、その結果に基づき必要な情報を適切な方法

により積極的に公表すること。 

十八、薬事承認制度が製薬企業からの申請に基づくものであることを踏まえ、製薬企業

の研究開発支援、申請時の企業負担の軽減、治験等の手続の簡素化、企業相談の実施

その他の製薬企業の薬事承認申請を促進する措置を講ずるとともに、緊急時における

国主導による医薬品等の確保の仕組みを検討し、必要な措置を講ずること。 

十九、今回の新型コロナウイルス感染症対応を踏まえ、かかりつけ医の役割、新型コロ

ナ患者の健康観察を行う主体の在り方も含め、「ウィズコロナ」下におけるあるべき

地域保健医療提供体制について引き続き議論を進めること。 

二十、「ウィズコロナ」への移行を更に進める観点や教育的観点から、今一度、関係省

庁とも連携して、国民がマスク着用の必要のない場面で、マスクを外す判断ができる

環境づくりを進めること。 

二十一、現下の新型コロナウイルスの特性を踏まえ、科学的知見等に基づき適切なマス

ク着用の基準の見直しを検討するとともに、その結果をわかりやすく国民に伝えるこ

と。 

 右決議する。  


